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※各事項の開始時期は変更される場合がありますので、ご注意ください。

各事業所におかれましては、次のような事例が生じた際には、最寄りのハローワークに速やか
にご連絡くださるようお願いいたします。
１）採用内定通知をした後に、これを取消または撤回しようとするとき。
２）当初予定していた求人の募集中止または募集人員を減じようとするとき。
３）採用内定の期間を延長しようとするとき。

※企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先を決定するに当
　たって重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集人員の削減は、円滑な就
　職の妨げとなるものです。
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高等学校に準じて取り扱うが、学校が直接
求人を受理した場合は、大学等に準じた
取り扱いとする。
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